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■ 自 治 体 経 営 編 の 見 方 
 

【まちの状態を表す指標】は、「基本施策の目的：目

指すまちの姿」にどの程度近づいているのかを客観

的に確認するための指標です。 

基準値は原則として平成 30 年度実績値、それ以外

の場合は（ ）書きで基準年度を示しています。 

【展開方向の進捗状況を測定するための指標】は、展開

方向の手段を実施したことで目標にどの程度近づいてい

るのかを客観的に確認するための指標です。 

基準値は原則として平成 30年度実績値、それ以外の場

合は（ ）書きで基準年度を示しています。 

計画期間中に実施する具体的な取組項目名

と所管課、現状と課題、取組内容、年度ごと

の取組みを示しています。 
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基本施策１ 協働・情報共有 

◆基本施策の目的 

市民と行政が適切な役割分担や情報共有のもと、信頼関係を深め
ながら同じ目的・目標を共有する協働によるまちづくりを推進します。 

【まちの状態を表す指標】 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

区（自治会）や市民活動団体などが開催
する活動に過去１年間で１回以上参加し
たことがある市民の割合 

38.2％ 34.4％ ➚ 

区（自治会）加入率 80.9％ 80.6％ ➚ 

パブリックコメント１件あたりの意見数 0.5件 4.9件 ➚ 

◆展開方向１：協働によるまちづくりの環境を充実します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

市民活動団体数 112 団体 107 団体 ➚ 

協働による事業実施数 43事業 52事業 ➚ 

◆展開方向２：地域コミュニティ活動を推進します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

地域ポイント（地域協議会関係）の参加者数  8人 16人 ➚ 

地域ポイント制度を活用している地域協議会の数 １協議会 2協議会 ➚ 

区長を対象にした研修会などの参加者数 232人 223人 ➚ 

◆展開方向３：情報共有を推進します 

 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

市ホームページへのアクセス件数 491,599 件/月 556,295 件/月 ➚ 

市ＳＮＳのフォロワー数 6,324人 8,970人 ➚ 

広報こまきを毎号読んでいる市民の割合 69.7％ 71.7％ ➚ 
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基本施策２ 行政サービス 

◆基本施策の目的 

サービスの受益者であり負担者でもある市民に対し、質の高い行政
サービスを提供します。 

【まちの状態を表す指標】 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

届出・手続き・証明書交付などの窓口サー

ビスや公共施設が利用しやすい、便利と思

う市民の割合 

89.5％ 89.5％ ➚ 

証明などの年間交付件数のうち本庁舎以

外での交付件数の割合（住民票の写し、印

鑑登録証明書、所得・課税証明書） 

45.6％ 30.6％ ➚ 

指定管理者制度導入施設の利用者数

（児童館など） 
1,952,083 人 1,877,286 人 ➚ 

◆展開方向１：ＩＣＴ（ＡＩ）を活用し市民の利便性を向上します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

マイナンバーカードの交付率 13.73％ 17.2% ➚ 

コンビニ交付の交付件数 3,873枚 5,548 枚 ➚ 

市民レポートシステムを知っている市民の

割合 
7.6％ 6.3％ ➚ 

◆展開方向２：窓口業務などを改善・充実します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

休日窓口（市民窓口課）での取扱件数 
20,361 件 

（令和元年度） 
― ➚ 

支所窓口（拡充業務）での取扱件数 
3,538件 

（令和元年度） 
― ➚ 

取扱業務を拡充した支所数 1 1 ➚ 
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◆展開方向３：民間活力の活用や連携を推進します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

指定管理者制度導入施設に満足している

利用者の割合 

84.8％ 

（令和元年度） 
― ➚ 

新規に外部委託した業務の件数 0 件 1 件 ➚ 
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窓口業務拡充事業   
 

 

１ 予  算  額  ４７,４７７千円 

 

２ 目的及び効果   窓口での取扱業務を拡充し、本庁舎窓口の混

雑緩和と市民の利便性向上を図ります。 

３ 事 業 概 要     

（１）篠岡支所、味岡支所及び北里支所業務の拡充 

   平成３０年１０月から、篠岡支所（東部市民センター内）、令和２

年１０月から、味岡支所（味岡市民センター内）及び北里支所（北

里市民センター内）において国民健康保険、後期高齢者医療制

度、国民年金、子ども医療、児童手当に関する受付と交付業務を

行い、窓口業務を拡充しました。【一部の業務の取扱いは除く】 

   令和３年度においても引き続き実施し、各支所における利便性向

上を図ります。 

 

（2）休日窓口の実施 

   平成３０年５月から、市民窓口課において実施している休日窓口

について、平成３１年４月より、開庁日時を毎週日曜日午前８時３０

分から午後５時１５分とするとともに、市税及び税外収入の収納業

務を追加しました。 

   令和３年度においても引き続き実施し、休日における窓口業務サ

ービスの向上を図ります。 

 

 

福祉部 市民窓口課 
味岡支所・篠岡支所・北里支所 
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マイナンバーカード交付促進事業    
 

 

１ 予 算 額  ６７,９２６千円 

 

２ 目的及び効果 デジタル社会の早期実現に向け、マイナンバーカードの

様々な利活用が検討される中、令和３年３月から健康

保険証としての利用が開始されます。デジタル社会の基

盤となるマイナンバーカードのさらなる普及を図るため、マ

イナンバーカードの円滑な申請・取得の促進を図ります。 

 

３ 事 業 概 要     

（１） 申請受付及び交付体制の強化 

本庁舎１階フロアの申請受付専用ブースを引き続き設置し、マイナ

ンバーカード申請サポートを行います。また、マイナンバーカードを交

付するための機器の増設や会計年度任用職員を増員し、マイナン

バーカードの交付体制を強化します。 

（２） 市内商業施設や企業等への出張申請受付 

職員が市内商業施設や企業、市民団体等へ出向き、マイナンバ

ーカードの申請を一括して受け付けます。 

 

 

 

福祉部 市民窓口課 
味岡支所・篠岡支所・北里支所 

充実 
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基本施策３ 行政運営 

◆基本施策の目的 

これからの時代に必要とされる人材の育成や課題解決につながる組
織体制の構築、経営資源の適正配分などを通じて効果的・効率的な
行政運営を推進します。 

【まちの状態を表す指標】 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

類似団体における職員数の順位 4/20 団体 4/20 団体 ➚ 

市役所における育児休業取得率 52.7％ 67.1％ ➚ 

分野別計画編のまちの状態を表す指標

の改善数 
37 

（令和元年度） 
― ➚ 

◆展開方向１：時代に即した人材マネジメントの推進と組織体制の整備を行います 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

自課の組織目標を認識して職務に取り組

んでいる職員の割合 
― ― ➚ 

行動規範の内容を理解している職員の割合  ― ― ➚ 

窓口などでの職員の応対に満足している市民の割合 87.3％ 87.9％ ➚ 

組織横断的なプロジェクトチームの設置数  3 4 ➚ 

◆展開方向２：人と組織を生かす内部統制体制を整備します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

リスク評価でのリスク対応状況の不備割合 
19.1％ 

（令和元年度） 
― ➘ 

自分の職場のリスクを認識している職員の

割合 

90.6％ 

（令和元年度） 
― ➚ 

◆展開方向３：ＩＣＴ（ＡＩ・ＲＰＡ）も活用しながら効果的・効率的な行政運営を推進します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

行政評価による削減額（累計） 20,697 千円 29,697 千円 ➚ 

提案制度に基づく取組みの実施件数 9件 8件 ➚ 

ＡＩ・ＲＰＡを導入した事業数 0 0 ➚ 
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課題提案型実証事業       
 

 

１ 予  算  額   １,５００千円 

 

２ 目的及び効果    事業者等のＩＴ技術等を活用し、地域課題や行政

課題を解決できるか検証を行います。 

 

３ 事 業 概 要    令和３年度は実証事業のテーマを選定するため、

庁内向けの説明会を行い各課から課題を募集し、

内容についてヒアリングを行うなどテーマの絞り込み

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長公室 行政改革課 

新規 



第Ⅳ部 自治体経営編 

 

209 

 

コミュニケーションツール導入事業    
 

 

１ 予  算  額   ８４５千円 

 

２ 目的及び効果    ＬＧＷＡＮ回線で使用ができるチャットツールを活用し

て、業務内容、業務体制に合ったコミュニケーション

手段の導入によるコミュニケーションコストの削減を

目指します。 

             ※ＬＧＷＡＮとは、地方公共団体の組織内ネット

ワークを相互に接続し、高度情報流通を可

能とする通信ネットワークのこと。 

 

３ 事 業 概 要    おくやみコーナー等他部署との調整が必要な業

務やテレワーク中の職員と連絡調整のため、同時に

多人数で速やかに情報共有が行えるチャットツール

の導入をします。 

 
 

市長公室 行政改革課 

新規 
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基本施策４ 財政運営 

◆基本施策の目的 

将来にわたって、健全財政を維持します。 

【まちの状態を表す指標】 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

経常収支比率（参考：類似団体順位） 
82.5％

（4/19 団体） 

83.4％ 

（－） 
→（➚） 

財政力指数（参考：類似団体順位） 
1.21

（3/19 団体） 

1.23 

（－） 
→（➚） 

有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）  
56.2％ 

（平成 29 年度） 
55.6％ ➘ 

◆展開方向１：歳入確保の取組みを強化します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

市税収納率 96.6％ 96.8％ ➚ 

◆展開方向２：歳出の削減と合理化を推進します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

前年度当初予算と比べた経常事業経費

の削減額（累計） 
22,004 千円 49,785 千円 ➚ 

◆展開方向３：健全で計画的な財政運営を推進します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

実質公債費比率 △0.5％ △0.3％ 2.5％以内 

◆展開方向４：計画的な公共ファシリティマネジメントを推進します 

指標名 基準値 R1 目指す方向 

保全計画に基づいて実施した施設の修

繕・改修費 
― ― ➚ 
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   納税推進事業     
 

 

１ 予  算  額   ７,５３９千円 

 

２ 目的及び効果  市税等の収納率向上のため、収納環境の拡充を図

り、納付の方法と機会を充実させることで、市民の納

付の利便性を高めます。 

 

３ 事 業 概 要 

○電話や文書等による催告 

○口座振替受付サービス 

市役所窓口等にて金融機関のキャッシュカードによる口座振替受

付を行い、口座振替の推進に努めます。 

○地方税共通納税システム 

令和元年１０月から運用が開始された地方税共通納税システムで

の事業所等による電子納付を推進します。 

○充実 スマートフォン決済アプリの導入 

令和２年度に運用を開始したスマートフォン決済アプリ「ＰａｙＢ」に続

き、令和３年度中に新たに「ＰａｙＰａｙ」「ＬＩＮＥＰａｙ」を活用した市税等の

納付を開始します。 

 

 

総務部 収税課 

充実 

【「ＰａｙＢ」「ＰａｙＰａｙ」「ＬＩＮＥＰａｙ」による納付の対象種目】 

市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、 

軽自動車税（種別割）、国民健康保険税（普通徴収）、 

介護保険料（普通徴収）、後期高齢者医療保険料（普通徴収） 
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◆自治体経営の体系 
「小牧市まちづくり推進計画第１次基本計画」の第Ⅳ章自治体経営編
に位置付けられた４つの基本施策の展開方向に対して、計画期間内に
本市が取り組むべき具体的な事項を定めるものとします。 
ただし、環境変化等によって新たに取り組むべき課題が発生するなどし
た場合は、適宜取組項目の見直し等を行い、その時々の状況に応じた
最適な手法により行政改革を推進します。 

 

 
 
 

まちづくり推進計画 

No. 取組項目 担当課 基本 

施策 

展開方向 

１ 

協
働
・
情
報
共
有 

１  協働による

まちづくりの環

境を充実します 

1 自治基本条例の推進 支え合い協働推進課 

2 市民交流テラス ワクティブこまきの整備 支え合い協働推進課 

3 市民活動支援、協働機会の充実 支え合い協働推進課 

4 産学官連携の充実 支え合い協働推進課 

２  地域コミュ

ニティ活動を推

進します 

5 地域協議会の設立・活動支援 支え合い協働推進課 

6 

こまき支え合いいきいきポイント制度（地域

ポイント）の推進 

支え合い協働推進課 

7 自治会活動等の支援 

自治会支援室 

支え合い協働推進課 

３  情報共有を

推進します 

8 情報提供の充実 広報広聴課 

9 広聴機能の充実 広報広聴課 

10 審議会等の市民参画の推進 行政改革課 

11 情報公開の推進 総務課 

12 オープンデータの整備・拡充 行政改革課 
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まちづくり推進計画 

No. 取組項目 担当課 基本 

施策 

展開方向 

２ 

行
政
サ
ー
ビ
ス 

１ ICT を活用し

市民の利便性を

向上します 

13 

個人番号カード（マイナンバーカード）の普

及・各種サービスの利便性向上 

秘書政策課 

市民窓口課（各支所） 

関係課 

14 自動応答システムの導入 広報広聴課 

15 

市民レポートシステム「まちレポこまき」の

運用 

広報広聴課 

16 施設予約システムの改善 

文化・スポーツ課 

関係課 

２  窓口業務な

どを改善・充実し

ます 

17 窓口業務の改善 

行政改革課 

市民窓口課（各支所） 

関係課 

18 オンライン申請の拡充 行政改革課 

３  民間活力の

活用や連携を推

進します 

19 指定管理者制度、民間移管の活用 行政改革課 

20 民間委託、連携の推進 行政改革課 

３ 

行
政
運
営 

１  時代に即し

た人材マネジメ

ントの推進と組

織体制の整備を

行います 

21 定員管理の適正化及び多様な人材の確保 人事課 

22 柔軟な職員体制・配置 人事課 

23 人事評価制度の推進 人事課 

24 人材育成方針、行動規範の策定・推進 人事課 

25 ハラスメント防止体制の強化 人事課 

26 職員研修制度の充実 人事課 

27 ワーク・ライフ・バランスの推進 人事課 

28 職員の接遇能力の向上 人事課 
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まちづくり推進計画 

No. 取組項目 担当課 基本 

施策 

展開方向 

３ 

行
政
運
営 

 

29 創造性・機動性の高い組織体制の整備 行政改革課 

30 組織横断的なプロジェクトチームの活用 行政改革課 

２  人と組織を

生かす内部統制

体制を整備しま

す 

31 内部統制の機能強化 行政改革課 

３ AI・RPA 等も

活用し効果的・効

率的な行政運営

を推進します 

32 行政評価制度の推進 行政改革課 

33 戦略会議の開催 

秘書政策課 

関係課 

34 広域連携の推進 

秘書政策課 

関係課 

35 提案・改善報告制度の推進 行政改革課 

36 業務の棚卸 行政改革課 

37 ＡＩ、ＲＰＡなどの導入・活用 行政改革課 

38 入札制度改革の推進 契約検査課 

39 ウェブ会議の活用 行政改革課 

４ 

財
政
運
営 

１  歳入確保の

取組みを強化し

ます 

40 使用料・手数料の見直し 財政課 

41 新たな自主財源の確保 

財政課 

関係課 

42 市税等の収納率維持のための取組み 

収税課 

債権回収特別対策室 
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まちづくり推進計画 

No. 取組項目 担当課 基本 

施策 

展開方向 

４ 

財
政
運
営 

２  歳出の削減

と合理化を推進

します 

43 経常的経費の削減 財政課 

44 

小牧市公共工事コスト改善プログラムの推

進 

契約検査課 

45 既存補助金等の見直し 財政課 

３  健全で計画

的な財政運営を

推進します 

46 基金や市債の計画的な活用 財政課 

47 公金運用の推進 会計課 

４  計画的な公

共ファシリティ

マネジメントを

推進します 

48 公共施設適正配置計画の見直し 資産管理課 

49 

公共施設のバリアフリー化・省エネルギー化

の推進 

資産管理課 

50 公共施設の保全計画の構築 資産管理課 
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◆具体的な取組項目 

Ｎｏ．１  自治基本条例の推進  担当課  支え合い協働推進課 

現状と課題  

（～ H30）  

平成 27 年度に施行した自治基本条例について、パンフレットの作成・配布やこ

まき地域づくりフォーラム、広報こまきへの掲載等を通じて周知啓発に努めてい

る。しかしながら、自治基本条例を知っている市民の割合は低位で推移してきて

おり、さらなる周知啓発が必要である。  

取組内容  

(R1～ R4) 

効果的な周知啓発の取り組みを企画実施するとともに、一定期間を経過した時点

で、条例による効果等について検証を行う。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

条例の周知及び普及の取組み  
 

   

条例の第一次検証      

R1 実績  

自治基本条例の内容について理解した上で、自らまちづくりについて考えて

いただくため、職員及び市民からそれぞれ「自治基本条例川柳」を募集する

こととし、職員からは 15 名 33 句、市民からは 30 名 94 句の応募があっ

た。  

優秀な川柳については、様々な掲示物や刊行物へ標語的に掲載し、さらなる

広がりを図った。  

また、2 月には、市内で地域活動をしている様々な団体から、特色ある取り

組みを発表していただく「令和元年度こまき地域づくりフォーラム」を通じ

て、参加者へ“気づき”や“発見”を促すことにより、市民主体のまちづく

りの意識醸成を図った。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

自治基本条例の認知度を高めるとともに、内容について理解した上で、自ら

まちづくりについて考えていただくため、市民から「自治基本条例川柳」を

募集する。  

条例に謳う「まちづくりの基本原則」を検証するための指標の設定や体系化

を行うなど、社会情勢との適合性を検証する方法の検討を進める。  

 

企画実施  

準備  実施  
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Ｎｏ．２  市民交流テラス  ワクティブこまきの整備  担当課  支え合い協働推進課 

現状と課題  

（～ H30）  

市民活動センターについては、市内における市民活動を活性化するための核的拠

点として、平成 17 年度に市公民館内に開設し、さまざまな市民活動支援の取組

みを通じて多くの市民活動団体等の育成支援や協働のまちづくりの推進に努め

てきた。  

しかしながら、現在のセンターの面積は約 100 ㎡であり、センターの役割や重

要性が年々高まってきている中、狭隘化が否めない状況になってきているため、

新たな市民活動センターを整備し、さらなる機能拡充を図る。  

取組内容  

(R1～ R4) 

新たな市民交流テラス  ワクティブこまきに必要な機能を整備するとともに、セ

ンターの位置づけや役割をあらためて見直し、設置の目的や役割、名称等を設置

管理条例で担保する。また、関係する部署や機関によって構成される会議体を設

置し、定期的にセンターのあり方等について協議を行う。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

センターの機能や役割等の検討  
 

   

施設整備      

会議体の設置      

R1 実績  

新たなセンターのあり方や役割、機能等について、関係主体との協議を行い

ながら検討を進め、設置場所をラピオビル 2 階、施設名称を「こまき市民交

流テラス」と定め、設置管理条例を制定した。  

令和 2 年 9 月のオープンに向け、令和元年 3 月、施設整備工事に着手した。 

R2 実績  

（R2.12 現在）  

施設整備工事の進捗に併せて必要な什器等備品を購入し、 7 月末に竣工し

た。  

施設整備と並行して指定管理者の指定、愛称の募集等を行い、当初の予定ど

おり 9 月 1 日に「市民交流テラス  ワクティブこまき」としてオープンし

た。  

今まで市民活動団体のみで行っていた「団体交流会」に生涯学習団体も参加

をしてもらい、連携を深めていく。また、現在関係各課で構成した会議を開

催しており、そこで、今後の在り方等について引き続き検討を進めていく。 

 

条例化  検討  

設計  整備  

会議開催  

施行  
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Ｎｏ．３  市民活動支援、協働機会の充実  担当課  支え合い協働推進課 

現状と課題  

（～ H30）  

市民活動に対する金銭的支援策として、平成 17 年度から「市民活動助成金交付

制度」を運用し、市民が自主的・自立的に行う公益活動に要する必要の一部を助

成している。  

また、市内における市民活動の総合的な拠点である市民活動センターを開設し、

活動に対する相談・助言等の支援を行っている。  

さらには、平成 24 年度に「協働提案事業化制度」を創設し、協働事業を実施し

やすい環境づくりに努めるとともに、平成 29 年度から令和元年度の３ヶ年にか

けて「協働診断業務」を実施し、協働事業化が可能な事業の分析・検討を進めて

いる。  

あわせて、市民のまちづくりの意識の向上の場として市民討議会を開催した。  

取組内容  

(R1～ R4) 

「協働提案事業化制度」及び「市民活動助成金交付制度」については、それぞれ

の制度の活用度を高めるため、引き続き協働や市民活動への意識啓発と、制度の

ＰＲに取組むとともに、市民討議会を開催する。  

また、新しく整備し、機能を強化する市民交流テラス  ワクティブこまきを核と

して、新たな支援制度を検討・実施する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

協働提案事業化制度  
 

   

NPO・市民活動支援制度      

協働診断業務      

新たな支援制度の検討      

R1 実績  

協働提案事業化制度については、市民提案型 3 事業（新規 1 継続 2）及び

行政提案型 11 事業（新規 3 継続 8）の 14 事業を実施した。令和 2 年度か

ら実施する市民提案型 3 事業（新規 3）及び行政提案型 2 事業（新規 1 再

提案 1）の 5 事業を決定した。  

市民活動助成金については、10 団体（団体助成 6 事業助成 4）への交付を

決定した。  

9 月には協働のまちづくり実務者会議サポーター及び 5 年目、10 年目の職

員を対象とした協働推進に関する研修会を実施し、 10 月には協働の意識啓

発として、職員と市民活動団体が交流する、「まちを育む  市民と行政の協

働交流会」において 39 名（市民 19 名、職員 20 名）が参加し、相互理解

を図った。  

平成 29 年度から開始し、最終年となる協働診断業務では、平成 29、30 年

度に診断を行った事業のうち、協働事業化の可能性がある事業について協働

事業化サポートを行うとともに、本事業を実施した 3 年間の総括を行った。 

 

実施  

実施  

実施  

実施  

検討  
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R2 実績  

（R2.12 現在）  

協働提案事業化制度については、市民提案型 6 事業（新規 4 継続 2）及び

行政提案型 9 事業（新規 1 継続 8）の 15 事業を実施している。令和 3 年

度から実施する市民提案型 2 事業（新規 1 再提案 1）及び行政提案型 1 事

業（新規 1）の 3 事業を採択した。  

市民活動助成金については、10 団体への交付を決定した。このうち、新型

コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る活動については交付条件を緩和

する特例措置を設け、市民の「学び」を地域に還元する仕組みを構築し、 3

団体へ交付した。  

  

Ｎｏ．４  産学官連携の充実  担当課  支え合い協働推進課 

現状と課題  

（～ H30）  

産学官それぞれが持つ知的・人的・物的資源を相互活用することで、魅力あるま

ちづくり及び地域産業の振興を図るため、平成 20 年１月に小牧市・小牧商工会

議所・近隣５大学による産学官連携協定を締結した。  

地域の課題に対して、学術研究の成果を活かした効果的な施策展開を図るととも

に、次代を担う人材を育成するため、産学官連携を実施してきたが、その連携事

業数は若干減少している。  

取組内容  

(R1～ R4) 

これまでの連携事業を実施するとともに、新たな連携事業の推進に向けて取り組

む。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

産学官連携  
 

   

R1 実績  

庁内各課及び商工会議所、近隣 5 大学に対し、翌年度新規連携事業の要望調

査を行い、連携の促進に努めた。  

令和元年度実施事業 42 事業（継続 41 事業、新規 1 事業）  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

庁内各課及び商工会議所、近隣 5 大学に対し、翌年度新規連携事業の要望調

査を行い、連携の促進に努める。  

また、愛知文教大学より災害時における協力体制に関する提案がなされたた

め、同学との協議を進め、必要に応じて協定を締結するなど、体制を整える。 

 

実施  
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Ｎｏ．５  地域協議会の設立・活動支援  担当課  支え合い協働推進課 

現状と課題  

（～ H30）  

地域協議会は 8 小学校区で設立され、「学区防災訓練」「地域ポイント制度を活

用した高齢者の生活支援」などの課題解決事業を実施し、市としても人的・財政

支援を行っている。今後も未設立の小学校区に対して、設立に向け働きかけると

ともに、市が地域協議会を支援する根拠となる条例の制定も含めた認定制度の構

築が必要である。  

取組内容  

(R1～ R4) 

全 16 小学校区の設立を推進するとともに、設立された地域協議会に対して活動

を支援する。また、地域協議会推進市民会議の検討を経て地域協議会の認定制度

の構築を図るとともに、地域協議会代表者会議を通じた地域協議会間の情報共有

を図ることで活動の活性化を図る。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

地域協議会設立の推進  
 

   

地域協議会認定制度      

地域協議会の活動支援      

R1 実績  

平成 30 年度までに設立された 8 小学校区に加え、令和元年度に設立された

桃ヶ丘小学校区地域協議会、小牧小学校区地域協議会及び北里小学校区地域

協議会が実施する事業に対して地域助け合い交付金を交付するとともに、地

域パートナー制度による職員の人的支援を行った。  

また、地域協議会推進市民会議を通じて地域協議会の設立推進や、継続した

活動支援の根拠となる条例を策定するとともに、条例に基づいた認定制度の

構築、及び制度方針等の見直しを図った。  

未設立の小学校区については、三ツ渕学区コミュニティ推進協議会において

認定制度の説明会を行ったり、一色小学校区において設立準備委員会を設置

し、設立に向けた準備を進めた。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

既存の 11 小学校区に加え、三ツ渕学区コミュニティ推進協議会及び一色小

学校区地域協議会を加えた 13 小学校区の地域協議会を認定した。  

地域協議会推進市民会議においては、未設立の 3 小学校区における地域協

議会設立に向けた検討や、地域協議会の今後の活動の活性化や ICT の活用

に向けた意見交換を行った。  

 

実施  

実施  

実施  

準備  
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Ｎｏ．６  
こまき支え合いいきいきポイント制度（地

域ポイント）の推進  
担当課  支え合い協働推進課 

現状と課題  

（～ H30）  

市民が、地域での支え合い助け合い活動に参加するきっかけづくりとして、平成

29 年 10 月に本制度を施行した。  

設立済みの地域協議会において、地域福祉の取り組みが協議される場で他市町の

活動事例や制度の説明をし、本制度を活用した住民主体の高齢者支援活動を推進

した。  

平成 30 年６月には篠岡小学校区地域協議会が市内で最初の高齢者支援チーム

「しのおか  おたすけ隊」を結成し、庭の草取りや電球交換などの支援を行った。 

他の地域協議会に対し、篠岡小学校区の取り組みを参考に横展開を図り、地域ポ

イントを活用した支援活動が市内全域に広まるよう、地域協議会の設立推進と併

せて啓発する。  

取組内容  

(R1～ R4) 

平成 31 年４月に味岡小学校区地域協議会が、篠岡小学校区の活動を参考に「あ

じおか  おたすけ隊」を結成し、地域ポイントを活用している。  

小牧原、大城、本庄、桃ヶ丘小学校区については既に福祉活動に関する協議がな

されているため、篠岡小、味岡小の取り組みを情報提供し、必要性や実現性を吟

味した上で展開できるよう支援していく。  

あわせて、お互いさまサポーターに対し、研修会や勉強会等を実施し、質の向上

に努める。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

地域協議会による地域ポイント

の活用  

 
   

お互いさまサポーターの質の向

上（支援範囲の拡充）  
    

R1 実績  

篠岡小学校区地域協議会及び味岡小学校区地域協議会に加え、小牧原小学校

区地域協議会において「地域ポイントを活用した高齢者等の生活支援」の実

施に向けて、支援内容の検討及びメンバー募集等の準備を進めた。  

大城、本庄小学校区地域協議会については、他の協議会の活動事例を情報提

供し、活動の必要性について勉強会や検討会を開催し、桃ヶ丘小学校区地域

協議会については各区の高齢者サロンの代表者が集い意見交換するなど、３

小学校区において地域ポイントの活用を含めた福祉活動の展開に向けて協

議した。  

 

実施  

実施  

検討  準備  
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R2 実績  

（R2.12 現在）  

小牧原小学校区地域協議会が 9 月から「小牧原おたすけ隊」を結成し、民

生・児童委員と情報共有しながら活動している。本庄小学校区地域協議会は  

１２月に福祉活動の先駆けとして「福祉に関するアンケート調査」を学区内

全世帯に実施し、大城小学校区地域協議会も同様のアンケート調査の実施に

向けて検討している。  

お互いさまサポーター向けの研修として、交換説明会に参加する受入団体代

表者（サロンポイント）を対象に、介護保険事業者による活動事例紹介とい

う形で実施する。サロンポイントを活用しているサポーターが全体の約 9 割

占めている現状から、介護施設ポイントの活用を推進することを目的として

実施する。  

  

Ｎｏ．７  自治会活動等の支援  担当課  
自治会支援室  

支え合い協働推進課 

現状と課題  

（～ H30）  

住民自治の推進が図られるよう、地域のリーダーである区長及び区長会の活動に

対して支援を行った。また、地域のコミュニティ活動の拠点となる集会施設及び

コミュニティセンターについては、指定管理者に管理運営を委託し、利用者の利

便性向上及び地域活動の活性化を図った。  

取組内容  

(R1～ R4) 

自治会活動マニュアルの充実や区長を対象にした研修会を実施するなど自治会

活動への支援を行う。また、集会施設・コミュニティセンターの適切な管理に努

める。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

区長会活動の支援  
 

   

集会施設・コミュニティセンタ

ーの管理  
    

R1 実績  

区長を対象にした勉強会（5 月、1 月の 2 回）を実施した。また、１１月に

各自主防災会の中で構成される自主防災救助隊の先進地視察（静岡県焼津

市）を行った。  

集会施設は、屋上防水・外壁塗装工事を計３施設（小針会館、小牧原会館、

間々原会館）、修繕業務を 3３件実施。維持管理費交付金については、99 施

設に対して交付を行った。  

また、集会施設 AED 設置費補助金制度を創設し、集会施設の利用について

の安心・安全の確保と施設のさらなる利活用の促進に努めた。  

コミュニティセンターは、民間業者を指定管理者とし、地域住民により構成

される運営協議会と連携しながら施設運営を行った。  

 

実施  

実施  
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R2 実績  

（R2.12 現在）  

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、区長・集会施設管理者あて

に６月１日からの区行事等の取り扱いや集会施設の利用についての手引き

を配布、併せて各集会施設に１０本程度手指消毒液を配布し、コロナ禍にお

ける区の活動支援を行った。  

また、年内には区に対する新しい支援策を検討するため、市政モニターや区

長にアンケート等を実施する。  

また集会施設では、屋上防水・トイレ男女別化工事を３施設（上末会館、小

木中会館、横内会館）、年度内に完了する予定で設計・工事等を実施する。 

コミュニティセンターは、民間業者を指定管理者とし、地域住民により構成

される運営協議会と連携しながら施設運営を行った。  

  

Ｎｏ．８  情報提供の充実  担当課  広報広聴課  

現状と課題  

（～ H30）  

市政情報や市の魅力の発信など、市内外に広くＰＲするため、広報こまきをはじ

めとした紙媒体による情報提供のほか、市ホームページ、SNS による情報発信、

ケーブルテレビでの市政情報番組の放映など、様々な媒体を活用し、幅広いＰＲ

活動に努めている。  

まだまだ十分な情報が市民に行き渡っていない現状もあり、時流に合った情報提

供の方法を研究・検討するとともに、届けたい情報のターゲットを意識した、常

に新しいＰＲ活動にチャレンジすることも重要である。  

取組内容  

(R1～ R4) 

市民に市政情報をわかりやすく提供するとともに「広報こまき」、ホームページ、

ＳＮＳを組み合わせて、効果的に情報を発信する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

広報こまきの発行  
 

   

ホームページの活用      

SNS の活用      

 

実施  

実施  

実施  
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R1 実績  

4 月に、小牧市出身のタレント、井戸田潤氏を小牧市 PR 隊長に委嘱。8

月には「小牧市 PR 隊」のインスタグラムアカウントを開設し、インスタ

内で PR 隊員 10 名を募集し、委嘱した。さらに、 1 月に、隊長、隊員が集

い、市の PR について考えるワークショップを開催した。  

令和 2 年 1 月 1 日号広報こまきから新コーナー「広報クイズ」を開始し、

読者参加型の広報紙づくりを推進した。  

令和元年度末時点の公式フェイスブックの友達数は 2,604 となり、公式

LINE＠の令和元年度末時点の「友だち」数は 4,340 となった。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

新型コロナウイルス感染症の流行により、市のホームページに情報を取り

まとめた特設ページを作成し、5 月には、新型コロナウイルス感染症につ

いての広報こまき特別号を発行し、情報提供に努めた。  

令和 2 年１２月末時点の公式フェイスブックの友達数は 3,035 となり、

公式 LINE＠の令和 2 年１２月末時点の「友だち」数は 10,050 となっ

た。  

  

Ｎｏ．９  広聴機能の充実  担当課  広報広聴課  

現状と課題  

（～ H30）  

市民ニーズに基づく市政を実現するため、また市民の意見を聴く機会の充実を図

るため、タウンミーティング、市民の声を実施した。  

取組内容  

(R1～ R4) 

広聴機能の充実のため、タウンミーティングの実施や市民の声・パブリックコメ

ントの推進に取り組む。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

タウンミーティングの実施  
 

   

市民の声・パブリックコメント

の推進  
    

R1 実績  

・グループワーク形式のタウンミーティングを２回、中学生・高校生まち

づくりスクールミーティングを各１回、計４回開催した。  

・市民の声を 228 件受け付けた。  

・パブリックコメントについては 12 件実施し、計 59 件の意見をいただ

いた。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ウェブ会議システム

「ZOOM」を活用し、オンラインタウンミーティングを２回 (対象：中学生

保護者、保育園児保護者 )開催した。  

・市民の声、パブリックコメントについては引き続き推進に取り組んでい

く。  

 

実施  

実施  
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Ｎｏ．１０  審議会等の市民参画の推進  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ H30）  

平成 27～28 年度にかけ、要綱等に基づき設置している審議会等について、全

庁的に位置付けを見直し、条例設置による「附属機関」とそれ以外の「附属機関

に準ずる機関」へ整理を行った。  

「小牧市審議会等設置及び運営指針」に基づき、審議会等の公募委員の登用に取

り組んできたが、会議の性質上、公募になじまない会議もあり公募委員の登用率

は伸び悩んでいる一方で、近年の市政への市民参加については、パブリックコメ

ント制度やワークショップ手法などが活用されており、多様な市民参加形式の中

での審議会等のあり方について整理する必要がある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

市政への市民参加を促進し、透明で開かれた市政を推進するため、他自治体の取

組事例を調査し、登用率の向上策や他の市民参加手法の活用状況、審議会等のあ

り方について検討し、「小牧市審議会等設置及び運営指針」の見直しを行う。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

小牧市審議会等設置及び運営指

針の見直し  

 
   

R1 実績  
令和元年５月に、審議会等の一覧及び委員名簿をとりまとめ、公募委員及

び女性委員の積極的な登用などに努めるように各課に通知した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

令和２年６月に、審議会等の一覧及び委員名簿をとりまとめ、公募委員及

び女性委員の積極的な登用などに努めるように各課に通知した。  

また、「小牧市審議会等設置及び運営指針」の見直しを図るため、他自治

体への調査を行う準備を進めている。  

 

実施  検討  調査  

 

Ｎｏ．１１  情報公開の推進  担当課  総務課  

現状と課題  

（～ H30）  

公開会議の開催案内及び会議録をホームページ等に掲載しているが、会議録の公

開が速やかに行われていないものがある。  

平成 24 年 9 月からは、告示・公告をホームページに掲載することとした。  

取組内容  

(R1～ R4) 

全庁的な周知、研修等を実施し、速やかなホームページへの掲載に努めるなど、

行政の透明化を図るために情報の公開を一層推進させる。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

公開会議の開催案内及び会議録

のホームページ等への掲載  

 
   

告示及び公告のホームページへ

の掲載  
    

 

実施  

実施  
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R1 実績  

会議の公開件数 138 件（うち会議録の公開済み件数 134 件）  

公開会議の会議録の速やかな公表を促している。  

令和 2 年 2 月に、情報公開及び個人情報保護に関する基礎研修を開催し、

職員 34 人が参加した。  

告示、公告したものをホームページへ掲載した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

会議の公開件数 62 件（うち会議録の公開済み件数 56 件）（R2. 12 月

末）  

公開会議の会議録の速やかな公表を促している。  

告示、公告したものをホームページへ掲載した。  

  
Ｎｏ．１２  オープンデータの整備・拡充  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ R1）  

平成 26 年よりオープンデータの推進に取り組んできた。各課よりオープンデー

タとして公開可能なデータを提出してもらい、小牧市公式ＨＰに公開している。 

しかし、公開しているデータ形式が、国の指定する推奨データセットの標準フォ

ーマットではないこと、公開しているデータ数が少ないこと及び公開頻度が低い

ことが課題として挙げられる。  

また、公開したデータの利用を促進する必要がある。  

取組内容  

(R2～ R4) 

オープンデータ推進による市政の透明性の向上や経済活性化、市民や地域コミュ

ニティと一体となり地域課題を解決する取り組みを推進するために「小牧市オー

プンデータ推進に関する基本方針」を策定した。庁内へのオープンデータ推進に

関する取り組みを周知し、公開データの拡充、標準フォーマットへの対応及び定

期的なデータの更新を実施する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

オープンデータの公開  
 

   

オープンデータの整備・拡充      

オープンデータの利用促進      

R2 実績  

（R2.12 現在）  

令和 2 年 12 月に「小牧市オープンデータ推進に関する基本方針」を策定

し施行した。庁内の公開可能なデータの洗い出しを実施した。  

 

実施  検討  

検討  

実施  
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Ｎｏ．１３  
個人番号カード（マイナンバーカード）の

普及・各種サービスの利便性向上  
担当課  

秘書政策課  

市民窓口課（各支所） 

関係課  

現状と課題  

（～ H30）  

これまで、住民票の写しなどの各種証明書をコンビニエンスストア等で交付する

サービスを導入し、平成 30 年 4 月からコンビニ交付手数料を窓口交付手数料

の半額の 100 円に引き下げた。またカード交付促進のため、窓口で写真の無料

撮影を含めたマイナンバーカードの申請補助を行っている。  

マイナンバーカードを健康保険証として利用することが予定されていること等

から、更なる交付促進が必要となる。  

取組内容  

(R1～ R4) 

個人番号カード（マイナンバーカード）の多目的利用に向けた調査検討を行う。

公共施設の利用カードとしての利用について導入の検討を進める。  

国の消費活性化策に対応した市民のマイナポイント予約・申込支援を行う。  

企業等へ出向きマイナンバーカードの申請受付を行う。  

マイナンバーカードの申請時来庁方式（本人限定郵便で受け取る方式）を行う。 

マイナンバーカード交付円滑化計画に基づき令和 4 年度中にほとんどの住民が

マイナンバーカードを保有できるように普及促進を行っていく。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

カードの多目的利用  
 

   

消費活性化策への対応      

マイナンバーカードの出張申請

受付の実施  
    

申請時来庁方式の導入      

R1 実績  

マイナンバーカードの多目的利用を進めるため、プロジェクトチームを設置

し、調査研究を行った。令和 2 年 3 月より、市民病院においてマイナンバ

ーカードの診察券利用を開始した。  

８月からマイナンバーカードの交付方法として「交付時来庁方式」に加え、

「申請時来庁方式」を導入した。  

マイナンバーカードの小牧市市民病院の診察券として利用登録及び開始時

期に合わせ、市民病院での出張申請受付を行った（計７日、１４９名）。  

令和２年度から企業等へのマイナンバーカード出張申請受付を開始するた

め、市内事業所１２７社へ事前周知とアンケートを行った。  

 

調査・検討・実施  

準備  実施  

検討  実施  

準備  実施  
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R2 実績  

（R2.12 現在）  

令和 3 年 3 月の新図書館開館に合わせ、マイナンバーカードを図書貸出券

として利用できるよう進めている。  

国の消費活性化策であるマイナポイント事業の実施に関して、支所及び市役

所本庁舎 1 階のマイナンバーカード申請受付特設ブースにて市民のマイナ

ポイント予約と申込み支援を行っている。  

市内企業や市内で活動する団体等へ職員が出向き、マイナンバーカードの申

請を受け付ける「出張申請受付」を行っている。  

マイナンバーカードのより円滑な交付のため、８月から支所において、毎月

第４日曜日の午前中に交付臨時窓口を開設している。  

  

Ｎｏ．１４  自動応答システムの導入  担当課  広報広聴課  

現状と課題  

（～ H30）  

市民からの問合せは、日々多く寄せられているが、受付時間は市役所の開庁時間

に限られている。一方、仕事などで開庁時間に問合せができない市民も少なくな

い。このような状況に対して、市ではホームページの内容を充実させる等、対応

を行っているものの、掲載されている多くの情報から市民が必要とする情報にた

どり着くことが容易ではない状況もある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

AI 技術を活用した自動応答システムを導入し、市民が２４時間３６５日、いつで

も気軽に問合せができる環境をつくり、市民サービスの向上を図る。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

自動応答システムの導入  
 

   

R1 実績  

令和元年 11 月に自動応答システムを導入し、「こまき山コンシェルジュ

サービス」として試行運用を開始した。導入当初の主な取扱内容は、「住

民票・戸籍・マイナンバーカード等の市民窓口業務」と「ごみについて」

とした。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

運用の中で日常的に対応ログをチェックし、必要に応じて随時ＦＡＱの追

加・修正などをすることで、利便性の向上に努めた。  

また、画面表示の見やすさや検索内容の追加等、システムのリニューアル

に向け、準備を進めている。  

 

導入  準備  
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Ｎｏ．１５  
市民レポートシステム「まちレポこまき」

の運用  
担当課  広報広聴課  

現状と課題  

（～ H30）  

道路の陥没など地域の課題について、市民から情報提供いただく新たなシステム

の導入に向け、調査・研究を進め、検討を行った。  

取組内容  

(R1～ R4) 

令和元年７月より、 LINE を活用した市民レポートシステム「まちレポこまき」

の運用を開始し、道路の不具合において、市民からの情報提供を受け対応する。 

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

市民レポートシステム「まちレ

ポこまき」の運用  

 
   

R1 実績  

令和元年７月に「道路の不具合」を対象に、ＬＩＮＥを活用した「まちレ

ポこまき」の試行運用を開始した。  

試行運用開始から年度末までに、 44 件の案件を受理した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

「まちレポこまき」の試行運用における検証結果をまとめるとともに、６

月には情報提供対象を増やす目的で各課照会を行い、本格実施に向け検討

を行った。  

８月から、道路の不具合に、「ガードレール」「街路灯」「公園の遊具」

の不具合を加え、本格運用を開始し、その周知に努めた。  

 

準備  実施  

 

Ｎｏ．１６  施設予約システムの改善  担当課  
文化・スポーツ課 

関係課  

現状と課題  

（～ H30）  

市内の文化施設、体育施設等に端末 40 台を設置し、利用者の身近な施設で施

設予約ができるようにしている。  

インターネット上で、施設の予約状況を確認できるが、予約はできない仕様と

なっている。  

R１年 10 月に、リース満了に伴うシステム機器の更新にあわせて、現行システ

ムの更新を行った。  

取組内容  

(R1～ R4) 

システム機器の次回更新時期を念頭に、キャッシュレス決済やインターネット予

約等に対応した新予約システムの導入を検討する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

料金支払い方法の見直し  
 

   

新施設予約システムの導入      

施設予約ルールの見直し      

 

周知  検討  

検討  見直し  

課題整理及び調査・検討  
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R1 実績  

小牧市における現行システムの課題整理を行った。  

また、愛知県システムに加え、施設予約システムを導入している他の自治

体に聞き取り等をし、小牧市に最適なシステムの検討を行った。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

施設利用者の利便性を高めるため、施設予約端末を所有する施設も交え、

使用料の支払い方法等について、運用上の課題・対応等の検討を行ってい

る。  

また、小牧市デジタルイノベーション推進委員会作業部会（公共施設予約

システムチーム）にてキャッシュレス決済やインターネット予約等の機能

の検討をはじめ、新施設予約システム導入に向け、必要な機能の精査を行

っている。  

  

Ｎｏ．１７  窓口業務の改善  担当課  

行政改革課  

市民窓口課（各支所） 

関係課  

現状と課題  

（～ H30）  

平成 29 年度より順次、市民課証明等発行窓口や異動窓口での取扱業務を拡充し

た。  

平成 30 年 10 月より、市民の利便性の向上と本庁舎の混雑の緩和を図るため、

篠岡支所における取扱業務を拡充するとともに、同年度末より繁忙期の臨時窓口

の開設や月 1 回の休日窓口を実施した。  

今後も様々な手段により、窓口業務の手続きの簡素化や迅速化など利便性の向上

を推進する必要がある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

日曜日の休日窓口の開庁日時を拡充するとともに、取扱業務の拡充を検討する。 

おくやみコーナー（死亡に伴う各種手続きを行うワンストップ窓口）の開設、さ

らなる支所窓口業務の拡充を実施するほか、窓口業務の改善に継続的に取り組み

市民の利便性向上を図る。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

窓口業務の改善  
 

   

おくやみコーナーの開設      

味岡支所・北里支所窓口業務の

拡充  
    

 

実施  

実施  

実施  

検討・準備  

検討・準備  
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R1 実績  

平成 3１年 4 月より、市民の利便性の向上を図るため、年末年始を除く毎週

日曜日に住民異動届や市税等の収納等の取扱業務を拡充し休日窓口を実施

した。主な取扱件数として住民異動届出が１，３９５件、証明書発行が１５，

１９８件、市税等の収納が１，１００件であった。  

また、おくやみコーナー開設に向け、先進地視察（大分県別府市及び兵庫

県三田市）によりノウハウや資料の提供を受けた後、庁内の関係部署と連

携して対象業務の整理や運用方針の検討を行うなど準備を進めた。  

さらに、篠岡支所での取扱業務の拡充実績を踏まえ、味岡支所・北里支所

でも国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、児童手当の

手続きができるよう、関係各課と調整し、人員配置、フロア配置及びシス

テム改修など業務実施体制や費用について検討を行った。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

おくやみコーナーは、試行期間を経て令和 2 年 10 月から事前予約制で受付

を開始した。あわせて、遺族の方が死亡届提出後に必要となる手続きについ

てまとめた「おくやみハンドブック」を作成し、配布を開始した。  

また、令和２年 10 月より、市民の利便性の向上と本庁舎の混雑の緩和を図

るため、北里・味岡支所における取扱業務（国民年金、国民健康保険、後期

高齢者医療、子ども医療、児童手当）を拡充した。  

本庁舎１階の窓口呼出しシステムの更新に向けた検討を行った。  

  

Ｎｏ．１８  オンライン手続きの拡充  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ R1）  

これまでも転出届や上下水道使用中止届などの窓口サービスとして行っている

各種手続きについて、あいち電子申請・届出システムを利用し、PC やスマート

フォンのインターネットを通じて、行政手続の受付・申込を行っているが、新型

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、非対面・非接触・ペーパーレスで完結

できる仕組みが必要である。  

取組内容  

(R2～ R4) 

国の動向を注視しつつ各種手続きについて、受付・申込から決済、受け取りまで

完了できるようなオンライン上での手続きの拡充に向けた環境整備を進める。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

オンライン申請（あいち電子申

請・届出システム）  

 
   

行政手続等における押印の廃止      

オンライン上での手続きの拡充      

R2 実績  

（R2.12 現在）  

令和３年１月１日から、法令や国・県の制度等により押印を必要とする手続

を除く約 2,000 種類について押印を廃止した。  

非対面・非接触・ペーパーレスが可能となるオンライン上での手続きの拡充

に向け、情報収集を進める。  

 

実施  

実施  

準備・検討  
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Ｎｏ．１９  指定管理者制度、民間移管の活用  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ H30）  

「小牧市指定管理者制度に関する指針」を適宜見直すとともに、指針に基づき、

指定管理者制度の適正な活用に取り組んできた結果、平成３１年４月１日現在、

公の施設 352 施設のうち、118 施設に指定管理者制度を導入した。（うち公募

は１４施設）  

また、保育園については、延長保育や休日保育など多様な保育ニーズに対応しな

がら民間移管を進めた。  

取組内容  

(R1～ R4) 

民間活力の導入によるサービスの向上を図るため、指定管理者制度を活用しなが

ら、制度の効果的かつ円滑な運用に向けて指針の見直しを随時行う。  

また、制度導入から１０年以上が経過し、施設の適切な管理運営が継続できるよ

うモニタリング手法の改善に向けた検討を行う。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

指定管理者制度に関する指針の

見直し  

 
   

モニタリング手法の改善      

R1 実績  

平成３１年４月現在、指定管理者制度導入施設は 118 施設（うち、公募選

定 14 施設）。  

平成３１年４月２５日より小牧山城史跡情報館（れきしるこまき）について、

任意指定による管理運営を開始した。  

モニタリングの改善に向けて施設利用者の満足度がより分かりやすく集計

できるようアンケート様式の改善を行った。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

令和２年４月現在、指定管理者制度導入施設は 118 施設（うち、公募選定

14 施設）。  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う指定管理者制度導入施設

の様々な対応に係る指定管理料の精算の考え方（返還対象）について、全

庁的に整理を行い各施設の状況にあわせて対応した。  

 

実施  

実施  検討  
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Ｎｏ．２０  民間委託、連携の推進  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ H30）  

「民間委託推進計画（平成 25～30 年度）」をもとに、新たな対象業務を追加し

ながら、ごみ収集業務、東部学校給食センターの調理及び配膳業務等の民間委託

を実施するとともに、平成 30 年 4 月からは、クリーンセンター（し尿及びし尿

浄化槽汚泥の処理施設）の長期包括施設管理委託業務を開始した。  

取組内容  

(R1～ R4) 

限られた人材で様々な業務に効果的・効率的に対応するため、今後も「民間委託

の推進に関する指針」に基づき、市民サービスの向上や経費削減等の費用対効果

を見極めながら業務の委託を進める。  

また、必要に応じて民間事業者との対話（サウンディング調査）などの効果的な

事業実施に向けた連携を行う。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

指針に基づく新規委託の検討   
 

  

R1 実績  
令和元年 4 月から障がい福祉課で定型的な申請受付及び内部事務の業務に

ついて民間委託を開始した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

令和２年 10 月から保険医療課医療係の窓口業務（福祉医療、後期高齢者

医療等）について民間委託を開始した。  

 

実施  

 

Ｎｏ．２１  定員管理の適正化及び多様な人材の確保  担当課  人事課  

現状と課題  

（～ H30）  

これまでも定員管理の適正化を進めてきた中で、引き続き、定員管理の適正化を

進めるとともに、少数精鋭ながらも市民サービスの維持・向上を図るために多様

な人材を確保・活用する必要がある。  

また、令和 2 年度から開始する会計年度任用職員の適切な活用も含めて検討す

る必要がある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

簡素で効率的な行財政運営を行うために、職員数の適正な管理と会計年度任用職

員を含めた適正な職員配置を進めていく。  

また、効率的で質の高い行財政運営を展開する上で、必要となる人材を確保する

ために、キャリアや経験を重視した社会人採用や専門的知識を保有した人材の採

用を行う。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

職員配置の適正化  実施     

社会人採用の実施      

任期付職員の採用      

 

実施  

実施  

実施  
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R1 実績  

キャリアや経験を重視した、民間企業等職務経験者の採用試験を実施する

と共に採用が困難な土木技師など専門職の採用が可能となるよう、その試

験を統一試験より前に実施した。なお、保育士について採用予定数を下回

ったため、２月に追加募集を実施した。また、育児休業の職員の代替とし

ての一般任期付職員の採用試験を行った。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

今年度、新型コロナウイルスの影響により、採用困難な土木職や保育士の

先行した採用試験は実施できなかったものの、引き続き、民間企業等職務

経験者の採用試験を行うと共に、 9 月及び１１月に土木職などの追加募集

を実施し、専門職の採用予定数の確保に取り組んだ。また、育児休業の職

員の代替としての一般任期付職員の採用試験を行った。  

  

Ｎｏ．２２  柔軟な職員体制・配置  担当課  人事課  

現状と課題  

（～ H30）  

年度単位を基本とした、行政活動にあわせた職員配置を基本に、人事異動等を実

施しているが、社会情勢の変化や行政需要の急速な拡大に迅速かつ柔軟に対応す

る必要がある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

引き続き、行政運営の効率化及び円滑化並びに迅速化を図るために、年度途中の

人事異動や、職員の流動的配置など柔軟で機能的な職員配置制度を活用する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

年度途中の人事異動      

流動的配置制度の活用      

R1 実績  

令和元年度については例年 7 月に実施している主に窓口部門の繁忙期を避

けた異動を 8 月 1 日の旧都市建設部の組織改正に伴う人事異動と併せて実

施した。また、業務の繁閑に対応するために、職員の流動的配置 (地域活性

化営業部 1 名、市民生活部３名、こども未来部 1 名、旧都市建設部 2 名 )

を実施した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

令和 2 年度については、 4 月の定期人事異動は新型コロナウイルスの影響

により最小限の異動となった。その後、 5 月 1 日には特別定額給付金支給

事務に伴う人事異動を、7 月 1 日には４月の人事異動を補う人事異動を行

った。  

さらに、10 月には職員の欠員に対応するため人事異動を行い、12 月には

多世代交流プラザの供用開始に向けて人事異動を行った。  

また、業務の繁閑に対応するために、職員の流動的配置 (総務部１名、地域

活性化営業部１名、市民生活部１名、健康生きがい支え合い推進部１名、

都市政策部２名 )を実施した。  

 

実施  

実施  
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Ｎｏ．２３  人事評価制度の推進  担当課  人事課  

現状と課題  

（～ H30）  

平成２０年度に人事評価制度を本格導入し、平成２１年度から評価結果を管理職

に反映。平成２４年度からは主査以上の役職者へ反映した。  

取組内容  

(R1～ R4) 

引き続き給与水準の適正化に努めるとともに、行政サービスの一層の向上に向

け、職員のモチベーション向上や成長を図るため、引き続き人事評価制度の改善

を施しながら推進する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

給与水準の適正化  
 

   

人事評価制度の運用      

R1 実績  

主査級以上の役職者３０７人に対して人事評価結果を勤勉手当に反映させ

た。引き続き、５５歳を超える職員について、昇給停止を行うとともに人

事評価結果を昇給に反映させた。人事院勧告に基づき、給与改定を行い適

正化に努めた。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

主査級以上の役職者３１２人に対して人事評価結果を勤勉手当に反映させ

た。引き続き、５５歳を超える職員について、昇給停止を行うとともに人

事評価結果を昇給に反映させた。人事院勧告に基づき、給与改定を行い適

正化に努めた。  

 

実施  

実施  

 
Ｎｏ．２４  人材育成方針、行動規範の策定・推進  担当課  人事課  

現状と課題  

（～ H30）  

現在の人材育成基本方針は策定から 15 年近くが経過し、これからの時代に対応

した人材育成方針や行動規範の策定が必要となっている。  

取組内容  

(R1～ R4) 

高度・多様化する市民要望に応えるために、これからの時代に対応した人材育成

方針と職員の行動規範を策定する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

人材育成方針の策定・運用  
  

  

行動規範の策定・運用  
 

 
 

 

R1 実績  

他自治体において人材育成基本方針の策定内容や運用状況などについて調

査を行う。また、職員の行動規範について他市の事例について調査を行

う。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

引き続き他自治体の基本方針も参考に、これからの時代に対応した人材育

成基本方針とするため従来の基本方針の一部改正を行い、併せて職員に求

められる内容を具体的に示した行動規範の策定準備を進めている。  

 

実施  策定  

実施  策定  

 



第Ⅳ部 自治体経営編 

 

236 

 

Ｎｏ．２５  ハラスメント防止体制の強化  担当課  人事課  

現状と課題  

（～ H30）  

平成 30 年４月からハラスメントの防止及び排除のため、行政経営課内に、職員

向けに「相談苦情処理窓口」を設置し、職場等のハラスメントの相談を受けてい

る。相談窓口については、職員に対して周知し、利用しやすい環境づくりに努め

る必要がある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

職場等におけるハラスメントを防止するため、研修を実施する。また、職員が職

場等におけるハラスメントの疑いや、強いストレスを受けた場合には、人事課に

設置するハラスメント相談窓口を利用してもらう。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

ハラスメント防止研修の実施  
 

   

ハラスメント相談窓口の設置、

活用  
    

R1 実績  

ハラスメントの防止及び排除のために職員の相談窓口を設置し、４件の相

談があった。さらに、相談窓口の存在やその内容について職員に対する周

知を行うため、リーフレットを作成し、正規職員、非常勤職員を含め全職

員に対して配布を行った。また、職員に対して職場等におけるハラスメン

トの防止及び排除のため、すべての課長職及び係長職を対象に令和 2 年 1

月に職員研修を実施した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

相談苦情処理窓口の名称をハラスメント相談窓口に変更した。  

引き続き、新規採用職員などに、職員向けのハラスメント相談窓口のリー

フレットを配布し、職場等のハラスメントの相談について周知した。令和

２年度はこれまでに、４件の相談受ける。また、職員に対して職場等にお

けるハラスメントの防止及び排除のため、主に新任課長職及び新任係長職

と一定年数を経過した職員など対象に職員研修を行った。  

ハラスメントを根絶し、職員が快適に働くことができる職場環境を実現す

るために必要な取組について検討するため、ハラスメント根絶等推進特別

チームを設置し、検討会議を開催した。  

 

実施  

実施  
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Ｎｏ．２６  職員研修制度の充実  担当課  人事課  

現状と課題  

（～ H30）  

自ら考えながら研修が受講できるよう選択型研修や資格取得支援制度の導入、自

主研究グループなど自学型研修の充実を図った。多様化・専門化する市民ニーズ

等に対応するため、職員に求められる能力が高度化・専門化するとともに、研修

内容も時代に適応したものへと見直す必要がある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

高度・多様化する市民要望に応えるために、高度な専門知識・技能・実務を習得

させるとともに、自ら学習する自学のプロセスを支援する。研修委員会等での意

見を踏まえ、他自治体等の研修内容も参考に専門研修、実務研修など研修メニュ

ーの充実や、研修制度の一部見直し等を実施する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

派遣研修の充実（国、県、他自治

体、専門研修機関）  

 
   

自学型研修の充実      

研修メニュー、制度の充実      

R1 実績  

派遣研修として国に 2 名、愛知県に 3 名、自治大学校に課長職 1 名、係長

職 1 名を専門研修機関に派遣し、高度な専門知識・実務経験などの習得を

図った。また、通信教育制度などの研修を引き続き行うとともに、研修制

度については、特に職場ハラスメントの防止及び排除に向けて、新任課長

職及び新任係長職を対象に新たに研修メニューに追加した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

派遣研修としては国に 2 名、愛知県に 3 名の職員を継続して派遣している

が、新型コロナウイルスの影響により、自治大学校への市職員派遣は中止

とした。また、通信教育制度と資格取得補助制度については、当初公募を

行うが予定人数より少なかったことから追加募集を実施した。  

 

実施  

実施  

実施  
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Ｎｏ．２７  ワーク・ライフ・バランスの推進  担当課  人事課  

現状と課題  

（～ H30）  

行政需要の多様化や国や県からの権限移譲に伴い、市が担う業務が増加する中、

20 時退庁や夏季朝型勤務制度などに取り組んできたが、引き続きワーク・ライ

フ・バランスを推進し職員のモチベーションを向上させる等の必要がある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

20 時退庁や夏季朝型勤務制度などワーク・ライフ・バランスの推進を継続し生

産性を高めながら時間外勤務を縮減し、職員が意欲的・効率的に働く職場風土

を醸成する。  

テレワークの活用については、まずは新型コロナウイルス感染拡大防止の三密

（密閉・密集・密接）解消の緊急対応として実施する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

20 時退庁、時差出勤制度の運用  
 

   

R1 実績  

ワーク・ライフ・バランスの推進を継続し、時間外勤務の縮減を図るた

め、引き続き 20 時退庁と朝型勤務制度を実施するとともに、多様な働き

方を目指した新たな取り組みとして、令和 2 年 2 月から夕型勤務制度を試

行した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

ワーク・ライフ・バランスの推進を継続し、時間外勤務の縮減を図るた

め、引き続き 20 時退庁について実施するとともに、新型コロナウイルス

の影響により通勤時の密集緩和を図るため、 4 月末から朝型勤務制度と夕

型勤務制度を同時に行い、6 月からは両制度を時差出勤制度として一本化

し、通年利用可能となるよう制度化を行った。  

令和２年４月に新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、勤務場所内に

おける職員密度を下げ、また、業務停止の事態を避けるため、出勤とテレ

ワーク（在宅勤務又はサテライトオフィス勤務）を隔日で実施するよう取

り組んだ。  

 

実施  
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Ｎｏ．２８  職員の接遇能力の向上  担当課  人事課  

現状と課題  

（～ H30）  

市民に親しまれ信頼される職員となるように、若手職員を中心に職員の接遇応対

の向上を図ってきた。引き続きアンケート調査などをもとに来庁者の満足度を高

め、市民サービスの向上を図るとともに、市役所に対する信頼感や親しみやすさ

を醸成する必要がある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

職員研修のほか日常業務によりコミュニケーション能力や接遇能力を高めると

ともに、引き続き職員による接遇応対の向上を図る活動を実施し、市民の満足度

を高める。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

さわやか応対推進グループによ

る啓発活動  

 
   

職員研修      

R1 実績  

年度当初に新規採用職員や臨時嘱託職員を対象に接遇研修を実施し、職員

の接遇能力の向上を図った。また、さわやか応対推進グループにより、年

2 回 (5 月・11 月 )の接遇応対に関するキャンペーンを実施し、職員に対し

て接遇に関する意識啓発を行い、市民サービスの向上を目指した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

年度当初、新型コロナウイルスの影響により、接遇研修とさわやか応対キ

ャンペーンについて中止とした。さわやか応対推進グループについては、

メンバーの追加募集を行い、あいさつ運動など今後の活動について検討を

行う。  

 

実施  

実施  
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Ｎｏ．２９  創造性・機動性の高い組織体制の整備  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ H30）  

平成 26 年度以降、第６次小牧市総合計画新基本計画にあわせ、創造性・機動性

の高い組織の構築に向けて組織改正を行うとともに、その後も新たな行政課題に

迅速に対応するため所掌事務の見直しや組織改正を行った。  

まちづくり推進計画の内容に基づいた組織体制とするための検討を進めてきた。 

取組内容  

(R1～ R4) 

まちづくり推進計画の内容に基づく組織体制を整備する。また、施策の進捗度や

その時々の行政課題に対応するため、必要に応じて、事務分掌や組織の見直しを

行うことで、常に効果的で効率的な組織体制を維持する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

組織の見直し  
 

   

所掌事務の見直し      

R1 実績  

新病院の開院にあわせて、より優れた医療サービスの提供や機動性の高い

病院経営を推進するため、平成３１年４月に市民病院組織の改正を行っ

た。また、日曜休日窓口の実施にともない小牧駅出張所を廃止した。さら

に、東部地区における今後のまちづくりの取組を推進するため、東部まち

づくり推進室を設置した。  

小牧市まちづくり推進計画の策定をみすえ、創造性・機動性の高い組織を

構築するため、令和元年 8 月に、建設部と都市政策部の新設、多文化共生

や空き家対策を取扱う専門部署を新設するなど組織改正を行った。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

小牧市まちづくり推進計画との整合を図るとともに、新たな行政課題に対

し、迅速かつ効果的な行政サービスを提供できる組織体制を整備するた

め、令和 2 年 4 月に、健康生きがい支え合い推進部、福祉部の新設、健

康・生きがいづくり及び支え合いづくりに係る企画調整業務等を所管する

健康生きがい推進課の新設などの組織改正を行った。  

令和 2 年 5 月に、特別定額給付金に係る事務を実施するため、市長公室行

政改革課に「特別定額給付金係」を新設した。  

令和 2 年 7 月に、生涯学習、文化及びスポーツ施策に関する取組を横断的

かつ一体的に企画し実行などするため文化・スポーツ課の生涯学習文化係

とスポーツ推進係を再編した他、学校教育における ICT を活用した学習環

境を早急に整えるため学校教育 ICT 推進室を新設した。  

令和 2 年 12 月に、こまき多世代交流プラザの供用開始にあわせて、こど

もを中心に世代を越えて市民がつながり、支え合うことができる子育て支

援の拠点として事業を推進するため多世代交流プラザを新設した。（多世

代交流プラザ準備室及びまなび創造館は廃止。）  

 

実施  

実施  
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Ｎｏ．３０  組織横断的なプロジェクトチームの活用  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ H30）  

一つの部署のみでは対応困難な臨時又は特別の行政課題に柔軟に対応するため

に、新たな部署を設けるのではなく、組織横断的なプロジェクトチームを設置、

活用してきた。  

通常の組織体制のみでは、複雑多岐にわたる市民ニーズや行政課題に対応するこ

とが困難な場合があり、今後も柔軟かつ機動的な対応ができる組織横断的なプロ

ジェクトチームの活用が必要である。  

取組内容  

(R1～ R4) 

複数の組織にわたる課題の解決にあたっては、関係部署が連携して対応する横断

的な組織を積極的に設置･活用する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

組織横断プロジェクトの設置・

活用  

 
   

R1 実績  

令和元年度は、6 月に新たに設置した個人番号カード利活用検討プロジェ

クトチーム（担当：秘書政策課）を含めこれまでに計 4 チームが活動を行

った。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

令和 2 年度は、新たに設置したフレイル対策のあり方検討プロジェクトチ

ーム（担当：健康生きがい推進課）を含め計４チームが活動している。  

 

実施  

 

Ｎｏ．３１  内部統制の機能強化  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ H30）  

内部統制整備の一環として、自治体を取り巻く多種多様なリスクに対応するとと

もに、行政運営に対する市民からの信頼を得るため、平成２３年度から継続して

リスクマネジメントに取り組み、リスクの洗い出しやリスク対応策の整備を進め

ている。  

また、平成２９年６月に地方自治法が一部改正され、本市は努力義務であるもの

の、地方公共団体のガバナンス強化を目的として、令和２年４月より都道府県及

び指定都市に対して、内部統制制度の導入が義務付けられた。  

取組内容  

(R1～ R4) 

業務における AI、RPA などの活用という状況を踏まえながら、リスクマネジメ

ントに取り組むとともに、内部統制の重要性に関する職員意識のより一層の向上

や、国から示された内部統制制度の基本的な枠組みや他の自治体などの取り組み

などを参考にしながら、適切な内部統制の整備を進める。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

内部統制制度の導入・実施  
 

   

リスクの洗い出し・回避策の策

定  
    

 

導入  検討・試行  

 

実施  
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R1 実績  

リスクマネジメント推進委員会を開催し、令和元年度のリスクマネジメン

ト実施方針を策定するとともに、実施方針に基づき、リスクの洗い出しや

リスク対応策の整備を進めた。また、国から示された内部統制制度の基本

的な枠組みや他の自治体の取り組みなどを参考にしながら、適切な内部統

制の整備を検討した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

リスクマネジメント推進委員会を開催し、令和２年度のリスクマネジメン

ト実施方針を策定するとともに、実施方針に基づき、リスクの洗い出しや

リスク対応策の整備を進めた。また、国から示された内部統制制度の基本

的な枠組みや他の自治体の取り組みなどを参考にしながら、適切な内部統

制の整備を検討した。さらに、本市における内部統制についての組織的な

取組みの方向性を示す基本方針（案）を策定するために、検討部会を設置

し、議論を重ねた。  

  

Ｎｏ．３２  行政評価制度の推進  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ H30）  

事務事業評価は、主に事務事業の改善などを目的に平成 17 年度から、施策評価

は、主に新基本計画の進捗管理・経営資源の最適配分などを目的に、平成 29 年

度から本格導入した。  

限られた経営資源の最適配分を行うために「選択と集中」が必要であるというこ

とを職員が十分に理解して PDCA を回すことや、行政評価、実施計画、予算編

成等の各制度間の連動をより一層高めていくことが課題である。  

取組内容  

(R1～ R4) 

限られた経営資源のもと効率的・効果的な行財政運営を行うために、施策評価と

事務事業評価について、より客観的な視点も取り入れるなど必要に応じて改善を

図りながら実施する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

施策評価  
 

   

事務事業評価      

R1 実績  

法定受託系事業や施設整備系事業などを除いた一般事業である１３８事業

を対象に事務事業評価を実施し、その評価結果は、「拡大」が７事業、

「維持」が１２８事業、「縮小」が１事業、「廃止⇒新規」が１事業、

「令和元年度以降終了」が１事業となった。また、平成 29 年度から実施

している施策評価は、「まちづくり推進計画」の策定中であったこともあ

り、実施しなかった。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

業務プロセス・手順や業務量の「可視化」を行い、業務上の課題を検証す

ることで事務事業の見直しなどの改善に向けた取り組みに繋げることを目

的とする業務の棚卸を優先して実施したため、行政評価（施策評価・事務

事業評価）は実施しなかった。  

 

実施  

実施  
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Ｎｏ．３３  戦略会議の開催  担当課  
秘書政策課  

関係課  

現状と課題  

（～ H30）  

新たな行政課題に即応できるよう、有識者を交えた意見交換をする市政戦略会議

について、庁内関連部署と連携して運営する。市政戦略本部設置当初は、市政戦

略係がすべての戦略会議の事務局機能を担っていたが、内容に応じた柔軟な対応

が必要である。  

取組内容  

(R1～ R4) 

新たな行政課題に即応できるよう、有識者を交えた意見交換ができる市政戦略会

議の設置運営を行う。開催にあたっては、内容に応じて関係部課と役割分担をし

て庁内連携を図る。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

戦略会議の設置・開催  
 

   

R1 実績  

中心市街地グランドデザインの策定に向けて課題の洗い出しや方針の整理

等を行うため、有識者等からなる中心市街地グランドデザイン戦略会議を設

置し、2 回開催した。  

また、東部地域のまちの将来像及びその実現のための取組を明確にする東部

振興構想の策定方針を定めるために、有識者等からなる東部まちづくり戦略

会議を設置し、2 回開催した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

中心市街地グランドデザインの策定方針を定めるため、戦略会議を 2 回開

催した。  

東部振興構想の策定方針を定めるため、戦略会議を 2 回開催した。なお、令

和 2 年 8 月 8 日に開催した第 3 回東部まちづくり戦略会議においては、住

民等からも意見を聴くパネルディスカッション形式で会議開催した。  

 

必要に応じて設置・開催  

 

Ｎｏ．３４  広域連携の推進  担当課  
秘書政策課  

関係課  

現状と課題  

（～ H30）  

効果的・効率的な自治体経営の観点から、ごみ処理など一部事務組合で実施する

取組みのほか、小売電気事業者からの電力共同購入や、消防通信指令事務、権利

擁護支援センターの共同運用などを行っている。  

取組内容  

(R1～ R4) 

引き続き周辺市町と協議し、広域的な視点から、業務の連携、効率化等について

検討する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

周辺市町との連携による広域課

題に対応するための調査・研究  

 
   

 

実施  
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R1 実績  

2 市 3 町と「電算」「電力」「防災」「協働」の 4 つの分野において、広域

連携に向けた調査研究を進めた。「協働」部会では、協働フォーラムや職員

研修を実施したほか、「電力」部会では、 R2 の電力共同調達先の更新に向

けて検討を進めた。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

引き続き 2 市 3 町と「電算」「電力」「防災」「協働」の 4 つの分野を中

心に、広域連携に向けた調査研究を進める。「電力」部会では、2 市 3 町と

協議の上、R2 以降の電力共同調達先を選定した。「協働」部会では、令和

3 年 2 月に職員研修を実施予定。また協働フォーラムを継承する取り組み

についても検討を行っていく。  
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Ｎｏ．３５  提案・改善報告制度の推進  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ H30）  

職員の積極的な創意工夫と仕事への主体的な取り組みを促進するとともに、効率

的な業務遂行と働きやすい職場の実現を図るため、提案制度と改善報告制度を実

施している。  

平成 26 年度より、提案制度は原則、部で１つ以上、改善報告制度は原則、１係

１改善を報告する運用とし制度の活性化を図ったほか、職場のモチベーションが

高まるよう表彰式の見直し等を行った。  

取組内容  

(R1～ R4) 

市民サービスの向上やコスト削減のほか、職場の活性化等の観点から、引き続き

職員の創意工夫や改善意欲を生かした制度とするよう、他自治体の取組手法を調

査するなど見直しを図りながら実施していく。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

他自治体の調査  
 

   

提案制度      

改善報告制度      

R1 実績  

提案制度においては、24 件の提案が出され、そのうち「採択」が 3 件、「一

部採択」が 5 件であり、採択された提案について担当課が取り組んだ。  

また、引き続き「やる気ヒラメキ☆職員元気サークル」制度を実施し、3 つ

のテーマについて 6 サークルが活動した。  

改善報告制度においては、1 係につき、1 つ以上の改善を行うことを目指す

「チャレンジ☆1 係 1 改善運動」を実施した結果、223 件の改善が報告さ

れた。  

なお、29 年度より実施している優秀改善に対する辞令交付式での表彰式に

ついては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため令和２年度表彰式

（令和元年度実績）は中止した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

提案・改善報告制度の見直しを図るため、他自治体の取組手法等について

の調査を行うため準備を進めている。  

提案制度については、29 件の提案が出されており、関係課に意見聴取等行

い、提案審査委員会による予備審査、市長決裁を経て、決定していく予

定。  

また、引き続き「やる気ヒラメキ☆職員元気サークル」制度を実施し、 4

サークルが活動している。  

 

実施  

実施  

実施  
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Ｎｏ．３６  業務の棚卸  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ H30）  

地方分権などの影響により自治体職員の業務量は増加している。また、会計年度

任用職員制度や幼児教育無償化など国や県による制度変更や少子高齢化の進行

による扶助費増加など、今後財政負担が増加していくことも予想されている。そ

のような中で、職員の働き方改革を行いながら、市民サービスの品質の維持・向

上を図りつつ、継続して提供していくためには、より一層、業務の効率化など生

産性の向上を図っていくことが必要である。  

取組内容  

(R1～ R4) 

業務の棚卸を通じて、業務プロセス・手順や業務量の「可視化」を行い、業務上

の課題を検証することで、事務事業の見直しなどの改善に向けた取り組みに繋げ

る。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

業務の棚卸  
 

   

R1 実績  

令和２年度から実施を予定している業務の棚卸に向け、業務状況調査支援

業務委託プロポーザルによる委託事業者選定のための準備や、他の自治体

の事例などの研究を進めた。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

モデル部署（3 部署）に対して業務状況調査を実施し、業務の実施状況に

関するアンケート調査、ヒアリング、業務遂行上の課題の把握や改善策の

検討などを行った。  

 

実施  検討  

 

Ｎｏ．３７  ＡＩ、ＲＰＡなどの導入・活用  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ H30）  

多様化・複雑化する市民ニーズや増加する行政課題に限られた職員数で対応する

必要があり、近年、さらなる行政事務の効率化や生産性の向上、効果的な施策推

進に向けて、定型的な業務に対して AI-OCR・RPA などを活用して対応するこ

とが求められている。  

取組内容  

(R1～ R4) 

AI-OCR・RPA を活用し、データの読取及び入力等の定型であり非専門的な業務

について、自動化を行うことで、業務の効率化を実現する。令和元年 5 月に行っ

た実証実験結果をふまえ、AI-OCR 及び RPA が活用できる業務（口座振替依頼

書入力業務、児童手当の認定請求書入力業務、こまきプレミアム商品券市民アン

ケート結果集計業務など）を対象に、順次導入・活用する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

AI-OCR、RPA を活用した業務

の実施  

 
   

 

実施・検証  実 証 実 験 ・ 準 備  
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R1 実績  

令和元年 5 月に、AI-OCR 及び RPA 技術の導入により業務の効率化が行

えるか検証するため、口座振替依頼書入力業務、児童手当の認定請求書入

力業務、及びこまきプレミアム商品券市民アンケート結果集計業務を対象

に実証実験を実施した。その結果、導入効果が期待できると判断されたた

め、令和 2 年度の導入・運用開始に向けて準備を行った。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

AI-OCR 及び RPA を活用し、口座振替依頼書入力業務、児童手当認定請求

書入力業務、こまきプレミアム商品券市民アンケート集計業務、給与所得

者異動届出書入力業務、児童クラブ加入申込書入力業務、妊産婦・乳児健

康診査受診票結果入力業務の 6 業務で導入を行った。  

  

Ｎｏ．３８  入札制度改革の推進  担当課  契約検査課  

現状と課題  

（～ H30）  

平成２５年３月に策定した「入札制度改革基本方針」について、その基本的方向

に沿った取組や要望に対する取組を積極的に実施してきたが、策定から５年が経

過し、入札制度や建設業を取巻く環境なども変化してきているため、取組内容の

検証や今後の入札制度のあり方を検討する必要がある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

平成３０年度に入札制度検討委員会及び入札制度検討部会を開催し、「入札制度

改革基本方針」見直し (案 )を作成した。令和元年度は、見直した改訂版を公表す

るとともに取組内容を推進していく。  

最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定式について、適切に見直しをする。 

市内本店企業への優先発注に努め、発注拡大の検討をする。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

改訂版「入札制度改革基本方針」

の推進  

 
   

最低制限価格及び低入札調査基

準価格の算定式の見直し  
    

R1 実績  

入札制度検討委員会及び入札制度検討部会を開催し、「入札制度改革基本方

針」の見直しを行い、令和２年３月に改訂版「入札制度改革基本方針」を公

表した。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

入札制度改革基本方針を推進するため、主に下記の取り組みを実施してい

る。  

①最低制限価格について、国の方針、変動型最低制限価格制度の入札結果、

落札率と工事成績との相関関係等から設定方法の見直しを令和元年度に行

い、その結果を踏まえ令和２年度から算定式を変更した。  

②市内本店企業への発注拡大のため、一定の予定価格以上の土木一式工事に

ついて、市内本店建設企業限定で制限付一般競争入札を実施した。  

 

検討  

実施  準備  

導入・実施  
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Ｎｏ．３９  ウェブ会議の活用  担当課  行政改革課  

現状と課題  

（～ R1）  

新型コロナウイルス感染拡大防止の必要性から、これまでのような外部の人との

打合せや会議、研修への参加等が制限される中、積極的にウェブ会議の活用が必

要となっている。  

取組内容  

(R2～ R4) 

ウェブ会議に利用できる端末の拡充やモバイル Wi-Fi の導入、ウェブ会議室を設

置する等ウェブ会議が可能な環境の整備を行い、新型コロナウイルス感染拡大防

止に対応しながら、ペーパーレス化、旅費や移動の削減にも繋がるウェブ会議を

積極的に活用する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

ウェブ会議の環境整備  
  

  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

・タブレット端末４台、 PC１台をウェブ会議に活用できるよう整備をし

た。  

・大型モニターを配置した簡易的なウェブ会議室の設置をした。  

 

実施  準備  

 

Ｎｏ．４０  使用料・手数料の見直し  担当課  財政課  

現状と課題  

（～ H30）  
平成 29 年度に使用料・手数料の見直しを行った。  

取組内容  

(R1～ R4) 

受益と負担の適正化を図り自主財源を確保するため、物価の動向、他市の状況等

を勘案しつつ、定期的な見直しなどを実施する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

担当課ヒアリング  

使用料・手数料の見直し  

 
   

R1 実績  

令和元年度 9 月議会で議決の上、令和元年 10 月１日から消費税率の改定

（８%→10％）に伴い、消費税を転嫁するべき使用料・手数料の改定を行

った。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、郵便等により戸

籍の謄本の交付等を請求した場合の手数料を臨時的に免除する改正を実施

した。  

 

検討  検討・見直し  
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Ｎｏ．４１  新たな自主財源の確保  担当課  
財政課  

関係課  

現状と課題  

（～ H30）  

平成 27 年度に庁舎内に広告付き市域地図情報案内板を設置し、 30 年度にこの

案内板にモニターを追加しデジタルサイネージ広告を開始した。  

こまき応援寄附金は、平成 25 年度に記念品配布を開始し、寄附額は平成 26 年

度の 8,400 万円から平成 30 年度の 3 億 9,600 万円へと大幅に増加した。  

取組内容  

(R1～ R4) 

自主財源確保につなげるため、現在の取組を継続するとともに、新たな財源確保

のための検討を進める。  

また、国や県などの補助事業の積極的な活用について検討を進め、財源の確保に

努める。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

有料広告の活用  
 

   

こまき応援寄附金制度の推進      

R1 実績  

ネーミングライツや壁面有料広告、広告付き市域地図情報案内板、デジタ

ルサイネージ広告、市民病院ホームページのバナー広告などの取組を継続

した。  

また、より多くの寄附金を獲得できるように、こまき応援寄附金のお礼を

原則 1 社 1 品から 1 社 10 品までに拡大し、ラインナップを充実させた。  

さらに、ふるさと納税ポータルサイト「楽天ふるさと納税」を追加し、寄

附間口を拡大したことにより寄附者の利便性向上及び寄附促進に努めた。  

（各取組による歳入額、寄附金額）  

・ネーミングライツ・壁面有料広告･･･1,253,308 円  

・ホームページバナー広告･･･765,040 円  

・広告付き市域地図情報案内板･･･690,240 円  

・こまき応援寄附金･･995,840,005 円（35,634 人）※３月 31 日現在  

※法人等の特殊寄附（お礼の品を提供しない寄附） 673,005 円含む  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

ネーミングライツや壁面有料広告、広告付き市域地図情報案内板、デジタ

ルサイネージ広告、市民病院ホームページのバナー広告などの取組を継続

するとともに小牧市立図書館雑誌スポンサー制度の実施に向け準備を進め

ている。  

また、ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」、「 auPAY ふるさと納

税」を追加し、寄附間口を拡大し、寄附者の利便性向上並びに寄附促進に

努めている。  

（各取組による歳入額、寄附金額）  

・ネーミングライツ・壁面有料広告･･･1,268,848 円（予算額）  

・ホームページバナー広告･･･2,515,200 円（予算額）  

・広告付き市域地図情報案内板･･･696,480 円（予算額）  

・こまき応援寄附金･･･1,200,000,000 円（見込額）  

 

実施  

実施  
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Ｎｏ．４２  市税等の収納率維持のための取組み  担当課  
収税課  

債権回収特別対策室 

現状と課題  

（～ H30）  

平成 21 年以降、コンビ二エンスストアにて使用可能な納付書を導入、電話催告

オペレーターによる催告及びキャッシュカードによる口座振替サービスを開始

した。また、平成 23 年から東尾張地方税滞納整理機構に職員１名を派遣し滞納

整理に努めている。 (令和元年度終了 )  

取組内容  

(R1～ R4) 

上記施策の周知を図りつつ、東尾張地方税滞納整理機構に参加することで得た徴

収技術等を業務に活用していくとともに、令和元年 10 月より運用開始の地方税

共通納税システムによる電子納税や、令和２年度からキャッシュレス決済の

PayB を導入することにより、今後も効果的な徴収方法を検討・研究しつつ、収

入未済額の回収に努め、収納率の維持を図る。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

徴収技術と収納率の維持  
 

   

PayB(キャッシュレス決済）の

運用  
    

地方税共通納税システム運用      

納税者の利便性向上のための取

組み  
    

R1 実績  

現年度分については、令和元年 10 月より地方税共通納税システムによる電

子納税が開始され、利便性が向上した。滞納繰越分については、強く納付催

告するとともに、東尾張地方税滞納整理機構に派遣されていた職員の徴収技

術を活用していく一方、さらに効果的な徴収方法を検討、研究しつつ、収納

率の向上を図った。  

参考（市税収納率）  

 現年度分    99.15％（前年度 99.18％）  

 滞納繰越分   24.03％（前年度 22.77％）  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

令和 2 年 5 月よりスマートフォンによるキャッシュレス決済「PayB」での

納付を開始。さらなる利便性と収納率の向上の為、他市で運用しているスマ

ートフォン決済アプリの安全性や課題等の検討、調査を行っていく。  

 

実施  準備  

実施  

実施  

実施  
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Ｎｏ．４３  経常的経費の削減  担当課  財政課  

現状と課題  

（～ H30）  

平成 24 年度から平成 29 年度の当初予算作成時において、経常費の 1％シーリ

ング（平成 24 年度は 2％）を実施した。  

平成 29 年度の当初予算編成からは、行政評価と連動させ、行政評価での経常事

業の削減額を適切に予算に反映させた。  

取組内容  

(R1～ R4) 

コスト意識の徹底と費用対効果の検証を行い、徹底した改善・見直しを行うこと

により、経常的な経費の節減に努める。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

経常的経費の削減  

（適宜実施）  

 
   

R1 実績  

令和２年度当初予算編成時に、経常費の 1％シーリング（18,643 千円）

を実施した。また、行政評価での経常事業の削減額（H30 年度実施分

9,138 千円）を予算に反映し、削減の取組を確実に達成させた。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

令和３年度当初予算編成時に、令和 2 年度当初予算額を基準に、予算要求

の上限額を設定し、経常事業経費の削減を進めるとともに、各部・課の主

体的な取組により必要な財源を確保させ、部内での調整、やりくりを推進

した。  

 

実施  

 

Ｎｏ．４４  
小牧市公共工事コスト改善プログラムの推

進  
担当課  契約検査課  

現状と課題  

（～ H30）  

小牧市公共工事コスト改善プログラム（H26～）に基づき、関係各課が公共工事

のコスト縮減に取り組んでいるが、本プログラムは年限の定めがなく、策定から

5 年が経過していることから、プログラム内の取り組む具体策の内容について見

直し、修正していく必要がある。  

取組内容  

(R1～ R4) 

小牧市公共工事コスト改善プログラム（H26～）の取り組む具体策の内容の見直

し検討を令和２年度に行い、令和３年度から導入するとともに、引き続き公共工

事に関する総合的なコストの縮減に取り組む。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

取り組む具体策の見直し  
 

   

コスト縮減実施項目の推進      

 

実施  

検討        導入  
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R1 実績  

公共工事コスト改善プログラムにより、関係課 (12 課 )において公共工事の

コスト縮減に取り組んだ。取り組む具体策 100 項目中 68 項目を実施し、

コスト縮減額が全体で 104,441 千円となった。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

小牧市公共工事コスト改善プログラム（H26～）の取り組む具体策の内容の

見直し検討を行うため、小牧市公共工事コスト縮減対策に関する行動計画策

定委員会を開催し、見直すことの了承を得た。  

  

Ｎｏ．４５  既存補助金等の見直し  担当課  財政課  

現状と課題  

（～ H30）  

平成 27 年に「補助金規則の逐条解説や事務是正のポイントなど」と「補助金の

あり方と交付基準について」を通知し、各課が行う補助金交付事務の見直しを促

した。  

平成 27 年度に 158 件の補助金等について一斉見直しを行い、 7 件を廃止とし

た。その後、縮小、終期設定、見直し等の判定結果であった 22 件のフォローア

ップを実施し、30 年度末までにさらに 7 件を廃止した。  

取組内容  

(R1～ R4) 

各種補助金等のねらい、目的を補助対象者等に周知し、目的が達成された補助金

や公益性の薄れた補助金を廃止するとともに、補助金制度の現状を把握し、一定

の基準に基づき整理を行う。  

新しい補助金等を設置する場合は、「終期設定」の徹底を図り、固定化及び既得

権化を抑制する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

既存補助金の見直し  
 

   

実態調査      

R1 実績  

平成 27 年度に実施した補助金の見直し結果に基づき、フォローアップす

るための調査及びヒアリングを実施した。その結果、廃止する補助金が３

件、存続する補助金が 6 件、引き続き検討を行う補助金が 1 件となった。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

補助金の見直しがより確実かつ効果的に実施できるように、「補助金のあ

り方と交付基準について」を更新した。  

また、一斉見直しを行うため、158 件の補助金等について公益性・効果

性・必要性・公平性等の観点からヒアリングを行い、３件の補助金廃止判

定を含め、見直し結果を補助金担当課に通知した。  

 

実施  

実施  
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Ｎｏ．４６  基金や市債の計画的な活用  担当課  財政課  

現状と課題  

（～ H30）  

中・長期的な視点から基金や市債のバランスのとれた活用を行い、世代間負担の

公平化を図る。  

取組内容  

(R1～ R4) 

引き続き、中・長期的な視点から基金や市債のバランスのとれた活用を行い、世

代間負担の公平化を図る。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

計画的な市債の借入れ・基金の

運用  

 
   

R1 実績  

中・長期的な視点から、世代間の負担が偏ることのないよう、適切な基金

及び市債の活用に努めた。  

（一般会計、特別会計及び企業会計をあわせた市全体の残高）  

・市債 385 億円、基金 294 億円  （年度末残高）  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

中・長期的な視点から、世代間の負担が偏ることのないよう、適切な基金

及び市債の活用に努めた。  

（一般会計、特別会計及び企業会計をあわせた市全体の残高）  

・市債 343 億円、基金 218 億円  （年度末見込）  

 

実施  

 

Ｎｏ．４７  公金運用の推進  担当課  会計課  

現状と課題  

（～ H30）  

財政状況が年々厳しくなる中、確実かつ効率的な積立基金等の運用が重要性を増

している。金融環境も一段と厳しく、極めて低い金利状況が続いているが、有利

性の追及も視野に入れた資金運用が必要である。  

取組内容  

(R1～ R4) 

元本回収の確実性や支払準備のための流動性の確保に留意しながら、効率的な公

金運用を行い、基金利子等の収入確保に努める。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

歳計現金及び歳入歳出外現金の

運用  

 
   

基金に属する現金の運用      

 

実施  

実施  
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R1 実績  

＜運用益＞  

・歳計現金及び歳入歳出外現金の運用  

 大口定期：   115,066 円  

（債券は短期金利が大口定期利息を下回っているため利用せず）  

・基金に属する現金の運用  

 大口定期：  5,415,754 円  

 債   券：10,120,712 円  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

＜運用益＞  

・歳計現金及び歳入歳出外現金の運用  

 大口定期：   125,613 円  

（債券は短期金利が大口定期利息を下回っているため利用せず）  

・基金に属する現金の運用  

 大口定期：  6,505,565 円  

 債   券：20,411,819 円  

（令和６年に償還を迎える債券の占める割合が多く、償還時の国債状況が不

透明なことから、償還時期を分散するため、利回りの低い債券５本の入れ替

えを行った。）  
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Ｎｏ．４８  公共施設適正配置計画の見直し  担当課  資産管理課  

現状と課題  

（～ H30）  

今後、年少人口の減少により小中学校や保育園、子育て支援施設などの利用者数

は減少し、現在の施設定員に対し余剰が発生することが予想される。一方で高齢

者人口の増加により高齢者の福祉や余暇・生きがい活動のための施設ニーズが高

まっていることが考えられる。適正配置へ向けた取り組みとして、平成 29 年 3

月に「小牧市公共施設適正配置計画」を定めている。  

取組内容  

(R1～ R4) 

社会情勢や本市の財政状況等に対応した計画とするよう、令和３年度に公共施設

適正配置計画の中間見直しを行う。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

公共施設適正配置計画の実施  
 

   

公共施設適正配置計画の見直し      

R1 実績  

令和３年度の中間見直しに向け、全国自治体等 FM 連絡会議に参加し、他

行政庁の事例を聴講する等、公共建築物の経営管理に関する情報収集を行

った。  

【第 1 回全国自治体等 FM 連絡会議  1 名参加  

第 2 回全国自治体等 FM 連絡会議  2 名参加】  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

平成 30 年 2 月に総務省より通知された「公共施設等総合管理計画の策定

にあたっての指針の改訂について」の内容を公共施設適正配置計画に反映

させる等、令和３年度の中間見直しに向けて検討を行った。  

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、今後の財政状況は先行

き不透明な状況となり、公共施設の使われ方、あり方に大きな変更が生じ

る可能性もある。このため、中間見直しの着手は、ワクチンの接種開始に

より感染拡大が一定程度収まると想定される令和３年度の秋以降とし、令

和３年度から令和４年度の 2 か年で実施する予定とした。  

 

実施  

実施  準備  
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Ｎｏ．４９  
公共施設のバリアフリー化・省エネルギー

化の推進  
担当課  資産管理課  

現状と課題  

（～ H30）  

平成 29 年 3 月に公共施設全体の今後と取組むべき方向性を示す「小牧市公共

ファシリティマネジメント基本方針」を定め、基本方針の一つとして、公共施設

の質の維持・向上を掲げている。施設整備、施設改修にあたっては施設のバリア

フリー化による利便性の向上や、環境負荷の低減を図るための省エネルギー化を

推進し、使いやすく環境負荷の低い施設となるよう努めている。  

取組内容  

(R1～ R4) 

施設を管理する各所管課より、工事の予算要望内容と関連する箇所に、バリアフ

リー化されていないものがないか、確認の上、必要な助言を行い、各公共施設の

利便性の向上を推進する。また、令和３年に製造中止となる水銀灯ランプを使用

している公共施設を持つ所管課に対し、計画的に LED 化改修を行うよう助言を

行い、各公共施設の省エネルギー化を推進する。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

公共施設のバリアフリー化・省

エネルギー化  

 
   

R1 実績  

総合体育館メインアリーナ、東部市民センターの講堂、味岡市民センター

のロビー、小中学校６校の体育館等において、照明を LED 化する工事を実

施した。  

【省エネルギー化関係工事  計 9 施設】  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

温水プールの屋内照明、東部市民センターの外灯、さかき運動場の外灯、

小中学校１２校の体育館等において、照明を LED 化する工事を予定してい

る。  

また、上末会館、横内会館のトイレ、保育所 2 施設のトイレ、史跡小牧山

桜の馬場屋外トイレにおいて、バリアフリー化する工事を予定している。  

【省エネルギー化関係工事  計 15 施設（予定）】  

【バリアフリー化関係工事  計５施設（予定）】  

 

実施  
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Ｎｏ．５０  公共施設の保全計画の構築  担当課  資産管理課  

現状と課題  

（～ H30）  

本市の公共施設の多くは、昭和 40～50 年代に建設されている。今後これらの

公共施設が一斉に耐用年数を迎え、更新費用の増大が懸念されている。  

今後は、施設をできるだけ長く利用し、長寿命化を図りながら、維持修繕や建替

えにかかる財政負担を低減するとともに、費用の平準化を図るために、時期を分

散させる必要がある。現在、公共施設を構成する屋根、外装等の主要部位につい

て、改修周期を設定し、過去の工事履歴等を参考に工事の費用を算出するなど、

時期と費用の見通しを示すため、施設所管課と調整を図り、学校施設を除いた施

設毎の保全計画をまとめている。  

取組内容  

(R1～ R4) 

学校施設を含めた施設毎の保全計画の作成、精査を行う。その後は保全計画を各

所管課に通知し、保全計画に沿った施設の工事計画とするよう、各所管課に促し、

工事費用の平準化を図っていく。  

取組計画  
R1 R2 R3 R4 

実績  予定  

保全計画の構築・運用   
 

  

R1 実績  

令和元年度は年度末に作成された、小牧市学校施設等長寿命化計画を踏ま

えて、学校施設ごとのデータ入力作業を行い、保全計画作成に向けた準備

を行った。  

R2 実績  

（R2.12 現在）  

保全計画を各施設所管課に周知し、保全工事の予算要望を促すことを目標

としていた。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、今後、本

市の財政状況が厳しくなると見込まれることから、保全計画による計画的

な改修は、建物が劣化する前に行う予防保全工事であり、他の緊急性を要

する工事と比べて優先度が低いことから、令和２年度は保全計画を作成す

るが各課周知を見送る予定としている。  

 

準備  実施  
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